
平
成
二
十
年
五
月
十
六
日
受
領

答

弁

第

三

六

五

号

内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
六
五
号

平
成
二
十
年
五
月
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

福

田

康

夫

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
後
期
高
齢
者
終
末
期
相
談
支
援
料
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
後
期
高
齢
者
終
末
期
相
談
支
援
料
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
事
務
連
絡
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
よ
り
地
方
社
会
保
険
事
務
局
、
都
道
府
県
関
係
部
局
の
行
政
機
関
、
日

本
医
師
会
等
の
関
係
団
体
等
に
送
付
し
て
い
る
ほ
か
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
も
診
療

報
酬
の
算
定
に
係
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
現
場
の
医
師
へ
の
周
知
を
含
め
、
今
回
と
同
様
の
方
法
で
周
知
を
行
っ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
回
も
適
切
に
周
知
が
な
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
終
末
期
に
つ
い
て
、
特
別
な
定
義
を
置
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
に
規
定
す
る
と
お
り
、
後
期
高
齢
者
終
末
期
相

談
支
援
料
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
保
険
医
が
、
患
者
の
同
意
を
得
て
、
看
護
師
と
共
同
し
、
患
者
及
び
そ
の
家
族
等
と
と

も
に
、
終
末
期
に
お
け
る
診
療
方
針
等
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
の
話
合
い
に
医
師
が
全
く
立
ち
会
わ
ず
、

看
護
師
の
み
が
立
ち
会
う
こ
と
は
認
め
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。


